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議案第22号 説明資料 

特別職の職員で医師等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

○特別職の職員で医師等の報酬及び費用弁償等に関する条例 
（昭和53年３月14日 条例第８号） 

 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第203条の２の規定に基

づき、特別職の職員で医師、薬剤師及びこれらの補助者（以下「医師等」とい

う。）に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を

定めるものとする。 

 

第２条 前条に規定する報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。 

 

第３条 報酬は、次により支給する。 

⑴ 日額により報酬の額を定められている医師等の報酬は、職務従事後に支給す

る。 

⑵ 月額により報酬の額を定められている医師等の報酬は、その月の末日までに

支給する。 

⑶ 年額により報酬の額を定められている医師等の報酬は、これを３回に分け、

８月、12月及び翌年４月の10日までに支給する。 

２～４   略 

 

第４条   略 

 

別表 

（単位：円） 

区分 
報酬 

費用弁償額 
単位 報酬額 

○特別職の職員で医師等の報酬及び費用弁償等に関する条例 
（昭和53年３月14日 条例第８号） 

 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第203条の２の規定に基

づき、特別職の職員で医師、歯科医師及び薬剤師（以下「医師等」という。）に

対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるも

のとする。 

 

第２条 前条に規定する報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。 

 

第３条 報酬は、次により支給する。 

⑴ 日額により報酬の額を定められている医師等の報酬は、職務従事後に支給す

る。 

⑵ 月額により報酬の額を定められている医師等の報酬は、その月の末日までに

支給する。 

⑶ 年額により報酬の額を定められている医師等の報酬は、翌年４月10日までに

支給する。 

２～４   略 

 

第４条   略 

 

別表（第２条関係） 

（単位：円） 

区分 
報酬 

費用弁償額 
単位 報酬額 
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現  行  条  例 改  正  条  例 

保健 指導医 年額 670,000 町長相当額。ただし、日当は13,500 

医師 指導歯科医 年額 270,000 町長相当額。ただし、日当は13,500 

 巡回診療医 日額 12,400 町長相当額。ただし、日当は9,100 

予防接種医師 － － 町長相当額。ただし、日当は１箇所

につき29,300 

認定こど

も園・保

育所・学

校医師等 

医師 － － 町長相当額。ただし、日当は21,500 

歯科医師 － － 町長相当額。ただし、日当は21,500 

薬剤師 － － 町長相当額。ただし、日当は10,800 

補助者 － － 町長相当額。ただし、日当は2,900 

産業医 月額 25,100 町長相当額。ただし、日当は650 

 備考 医師等が北海道から派遣された場合は、費用弁償のみ支給する。この場合

において、費用弁償額は北海道職員の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校医 １校当たり年額 30,000 町長相当額。ただし日当は650

円とする。 学校歯科医 １校当たり年額 15,000 

学校薬剤師 日額 10,800 

産業医 月額 25,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


